
 （経過措置） 

２ 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の川崎市入江崎余熱

利用プールの使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱

利用プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、入江崎余熱利用プールの使用料に

ついて、消費税率及び地方消費税率の引上相当分の改定を行うため、この条例

を制定するものである。 

 

 

 

 
 

議案第１９号 

 

川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３１年 ２ 月１２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例 

第１条 川崎市乗合自動車乗車料条例（昭和２５年川崎市条例第４４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項各号を次のように改める。 

⑴ 普通乗車料金 大人（１２歳以上の者をいう。以下同じ。） 

１乗車につき          ２１０円 

小児（１２歳未満の者をいう。以下同じ。） 

１乗車につき          １１０円 

 ⑵ 特殊乗車料金 大人 １乗車につき          １１０円 

小児 １乗車につき           ６０円 

 ⑶ 定期乗車料金 

通勤定期乗車券      １箇月       ９，４５０円 

３箇月      ２６，９３０円 

６箇月      ５１，０３０円 

特殊通勤定期乗車券    １箇月       ６，６２０円 

３箇月      １８，８７０円 
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６箇月      ３５，７５０円 

通学定期乗車券（甲）   １箇月       ７，４６０円 

３箇月      ２１，２６０円 

６箇月      ４０，２８０円 

通学定期乗車券（乙）   １箇月       ２，４６０円 

３箇月       ７，０１０円 

６箇月      １３，２８０円 

特殊通学定期乗車券（甲） １箇月       ５，２２０円 

３箇月      １４，８８０円 

６箇月      ２８，２００円 

特殊通学定期乗車券（乙） １箇月       １，７２０円 

３箇月       ４，９１０円 

６箇月       ９，３００円 

  第２条第２項を削り、同条第３項中「第１項第４号」を「前項第３号」に

改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「第２項に規定する共通回数乗

車券の料金については第１項第３号に規定する種類の回数乗車券に応じた料

金を、」を削り、「第１項第４号」を「、第１項第３号」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第５項中「から第３項まで」を「及び第２項」に改め、

同項を同条第４項とする。 

  第６条の２中「当該券片１枚又は１冊」を「乗車券１枚」に改め、ただし

書を削る。 

第２条 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を次のように改正する。 

第２条第１項各号を次のように改める。 

 ⑴ 普通乗車料金 大人（１２歳以上の者をいう。以下同じ。） 

１乗車につき          ２２０円 



 

６箇月      ３５，７５０円 

通学定期乗車券（甲）   １箇月       ７，４６０円 

３箇月      ２１，２６０円 

６箇月      ４０，２８０円 

通学定期乗車券（乙）   １箇月       ２，４６０円 

３箇月       ７，０１０円 

６箇月      １３，２８０円 

特殊通学定期乗車券（甲） １箇月       ５，２２０円 

３箇月      １４，８８０円 

６箇月      ２８，２００円 

特殊通学定期乗車券（乙） １箇月       １，７２０円 

３箇月       ４，９１０円 

６箇月       ９，３００円 

  第２条第２項を削り、同条第３項中「第１項第４号」を「前項第３号」に

改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「第２項に規定する共通回数乗

車券の料金については第１項第３号に規定する種類の回数乗車券に応じた料

金を、」を削り、「第１項第４号」を「、第１項第３号」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第５項中「から第３項まで」を「及び第２項」に改め、

同項を同条第４項とする。 

  第６条の２中「当該券片１枚又は１冊」を「乗車券１枚」に改め、ただし

書を削る。 

第２条 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を次のように改正する。 

第２条第１項各号を次のように改める。 

 ⑴ 普通乗車料金 大人（１２歳以上の者をいう。以下同じ。） 

１乗車につき          ２２０円 

 

 
 

小児（１２歳未満の者をいう。以下同じ。） 

１乗車につき          １１０円 

 ⑵ 特殊乗車料金 大人 １乗車につき          １１０円 

小児 １乗車につき           ６０円 

 ⑶ 定期乗車料金 

通勤定期乗車券      １箇月       ９，９００円 

３箇月      ２８，２２０円 

６箇月      ５３，４６０円 

特殊通勤定期乗車券    １箇月       ６，９３０円 

３箇月      １９，７５０円 

６箇月      ３７，４２０円 

通学定期乗車券（甲）   １箇月       ７，３００円 

３箇月      ２０，８１０円 

６箇月      ３９，４２０円 

通学定期乗車券（乙）   １箇月       ２，４００円 

３箇月       ６，８４０円 

６箇月      １２，９６０円 

特殊通学定期乗車券（甲） １箇月       ５，１１０円 

３箇月      １４，５７０円 

６箇月      ２７，５９０円 

特殊通学定期乗車券（乙） １箇月       １，６８０円 

３箇月       ４，７９０円 

６箇月       ９，０７０円 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （第１条の規定による改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）前に発行された回数

乗車券については、当分の間、引き続き使用することができる。 

３ 施行日前に発行された回数乗車券の乗車料金を還付する場合の手数料につ

いては、第１条の規定による改正後の条例第６条の２の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

４ 施行日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引

き続き使用することができる。 

 （第２条の規定による改正に伴う経過措置） 

５ 第１条の規定による改正前の条例の規定により発行された回数乗車券につ

いては、川崎市乗合自動車乗車料条例第９条第１項及び第３項前段の規定に

かかわらず、第２条の規定の施行の日以後、当分の間、当該回数乗車券に表

示された額と同条の規定による改正後の条例の規定による普通乗車料金との

差額を添えて引き続き使用することができる。 

６ 第２条の規定の施行の日前に発行された定期乗車券については、その有効

期間中に限り、引き続き使用することができる。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

乗車料金を改定し、及び回数乗車料金を廃止するため、この条例を制定する

ものである。 




